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報告第２号 
 

議会の委任による専決処分について 
 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をし

たので、同法同条第２項の規定により、これを本市議会に報告する。 
 

平成２６年３月１２日提出 
 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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専決第２号 

 

専決処分書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額の決定につ

いて、次のとおり専決処分する。 

 

平成２６年３月１０日 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

１ 損害賠償額 ３９７，４４０円 

２ 相手方 東伯郡北栄町 個人 

３ 事故の概要 

(１) 事故発生年月日 平成２５年１２月２０日 

(２) 事故発生場所 鳥取県東伯郡北栄町土下１１２番地 北栄町役場北条庁舎駐車場 

(３) 事故状況  市職員が公務のため、北栄町役場北条庁舎駐車場の駐車枠から発進し、

右折しようとしたところ、同じく駐車場内を左側から直進してきた相手

方運転の車両の前方右側に衝突し、相手方の車両に損害を与えた。 

４ 事故処理方法 示談による処理 
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議案第４２号 

 

倉吉市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求

める。 

 

平成２６年３月１２日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

倉吉市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和39年倉吉市条例第39号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

 改正後 改正前 

  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

消防団員退職報償金支給額表 消防団員退職報償金支給額表 

階級 

勤務年数  

階級

勤務年数 

 ５ 年

以 上

10 年

未満 

10 年

以 上

15 年

未満 

15 年

以 上

20 年

未満

20 年

以 上

25 年

未満 

25 年

以 上

30 年

未満 

30 年

以上 

  ５ 年

以 上

10 年

未満

10 年

以 上

15 年

未満

15 年

以 上

20 年

未満 

20 年

以 上

25 年

未満 

25 年

以 上

30 年

未満 

30 年

以上 

 

 団長 239,0

00円 

344,0

00円 

459,0

00円 

594,0

00円 

779,0

00円

979,0

00円

団長 189,0

00円

294,0

00円

409,0

00円 

544,0

00円 

729,0

00円

929,0

00円

 副 団

長 

229,0

00円 

329,0

00円 

429,0

00円 

534,0

00円 

709,0

00円

909,0

00円

副 団

長 

179,0

00円

279,0

00円

379,0

00円 

484,0

00円 

659,0

00円

859,0

00円

 分 団

長 

219,0

00円 

318,0

00円 

413,0

00円 

513,0

00円 

659,0

00円

849,0

00円

分 団

長 

169,0

00円

268,0

00円

363,0

00円 

463,0

00円 

609,0

00円

799,0

00円

 副 分

団長 

214,0

00円 

303,0

00円 

388,0

00円 

478,0

00円 

624,0

00円

809,0

00円

副 分

団長

164,0

00円

253,0

00円

338,0

00円 

428,0

00円 

574,0

00円

759,0

00円

 部 長

及 び

班長 

204,0

00円 

283,0

00円 

358,0

00円 

438,0

00円 

564,0

00円

734,0

00円

部 長

及 び

班長

154,0

00円

233,0

00円

308,0

00円 

388,0

00円 

514,0

00円

684,0

00円

 団員 200,0

00円 

264,0

00円 

334,0

00円 

409,0

00円 

519,0

00円

689,0

00円

団員 144,0

00円

214,0

00円

284,0

00円 

359,0

00円 

469,0

00円

639,0

00円

  

 
附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ 改正後の倉吉市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成26年４月１

日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお

従前の例による。 
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議案第４３号 

 

固定資産評価員の選任について 

 

次の者を倉吉市固定資産評価員に選任することについて、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第４０４条第２項の規定により、本市議会の同意を求める。 

 

平成２６年３月１２日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

住  所 倉吉市下古川１５２番地 

氏  名 向 井 一 博 

生年月日 昭和４０年１１月２１日 
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略    歴 

 

 

現住所   倉吉市下古川１５２番地 

 

向
むか

 井
い
 一

かず
 博

ひろ
 

昭和４０年１１月２１日生 

 

学   歴 

 

昭和５９年 ３月   鳥取県立倉吉西高等学校卒業 

 

 

職   歴 

 

平成 ２年 ４月   倉吉市採用 

 

           建設部土地区画整理事務所 

 

平成 ２年 ７月   総務部税務課 

 

平成 ６年 ４月   企画部自治振興課 

 

平成１１年 ４月   建設部建設課 

 

平成１７年 ３月   建設部管理課管理調整係長 

 

平成２０年 ４月   総合政策室企画員 

 

平成２４年 ４月   企画振興部総合政策課長 

現      在 

6


	05_報告第2号（損害賠償の額の決定）
	06_専決第2号（損害賠償の額の決定）
	42_条例鑑
	改正文（非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例）
	43_議案第43号（固定資産評価員選任）
	04-02_略歴（向井一博氏）



